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介
護
保
険

問
合
先　

介
護
保
険
課

７
月
に
送
付
し
ま
す

第
１
号
被
保
険
者

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

　

第
一
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）

の
介
護
保
険
料
は
、
４
月
１
日
現
在

の
世
帯
を
基
準
に
、
昨
年
中
の
合
計

所
得
金
額
や
住
民
税
課
税
・
非
課
税

の
状
況
を
も
と
に
決
定
し
、
７
月
初

旬
に
各
個
人
に
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。

■
介
護
保
険
料
の
納
付

　

介
護
保
険
料
は
７
月
に
決
定
す
る

た
め
、
４
〜
６
月
ま
で
の
間
を
仮
徴

収
期
間
と
い
い
、
普
通
徴
収
（
納
付

書
や
口
座
振
替
で
の
納
付
）
の
場
合

は
前
年
度
最
終
時
点
の
所
得
段
階
に

応
じ
た
金
額
を
、ま
た
特
別
徴
収（
年

金
か
ら
の
差
し
引
き
）
の
場
合
は
２

月
の
介
護
保
険
料
額
と
同
額
を
納
付

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
期
間
の
介
護

保
険
料
額
と
今
回
送
付
す
る
介
護
保

険
料
決
定
通
知
書
に
記
載
の
介
護
保

険
料
額
（
年
間
保
険
料
額
）
と
の
差

額
を
７
月
か
ら
来
年
３
月
に
納
付
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
介
護
保
険
料
の
減
免
等
の
制
度

　

災
害
な
ど
で
一
時
的
に
収
入
が
減

少
し
た
た
め
保
険
料
が
納
付
で
き
な

く
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
保
険
料
の

徴
収
猶
予
や
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
で
は
生

活
に
困
窮
し
て
い
る
世
帯
（
生
活
保

護
を
受
け
て
い
る
世
帯
は
除
く
）
に

対
し
て
、
下
記
条
件
の
全
て
に
該
当

す
る
場
合
、
介
護
保
険
料
の
一
部
を

減
額
す
る
制
度
を
定
め
て
い
ま
す
。

段
　階 対 象 者 基準額に対す

る割合（倍）
保険料

（円）

本
人
非
課
税

1
生活保護受給者、世帯非課税で老齢福祉年金
受給者および本人の前年合計所得＋課税年金
収入が80万円以下の人

0.3 23,940

2 世帯全員が非課税で本人の前年合計所得＋課税年金収入が120万円以下の人 0.5 39,900

3 世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得＋課税年金収入が120万円を超える人 0.7 55,860

4 世帯に課税者がおり、本人の前年合計所得金額＋課税年金収入が80万円以下の人 0.9 71,820

5 世帯に住民税課税者がおり、本人の前年合計所得金額＋課税年金収入が80万円を超える人 基準額 79,800

本
人
課
税

6 本
人
が
課
税
で
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
右
の
額
の
人

120万円未満 1.2 95,760
7 120万円以上210万円未満 1.3 103,740
8 210万円以上320万円未満 1.5 119,700
9 320万円以上400万円未満 1.7 135,660
10 400万円以上600万円未満 1.8 143,640
11 600万円以上800万円未満 2.0 159,600
12 800万円以上1,000万円未満 2.25 179,550
13 1,000万円以上 2.5 199,500

保険料額（年額）

　

減
免
条
件　

●
被
保
険
者
の
所
得
段
階
が
第
２
段

階
以
上
で
あ
り
、
世
帯
全
員
の
前
年

の
年
間
収
入
合
計
額
が
次
の
額
以
下

で
あ
る

・
一
人
世
帯
…
１
０
８
万
円

・
二
人
世
帯
…
１
６
２
万
円

・
三
人
世
帯
…
２
１
６
万
円

以
降
世
帯
人
員
が
一
人
増
え
る
ご
と

に
54
万
円
を
加
算

●
誰
か
ら
も
扶
養
を
受
け
て
い
な
い

●
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

●
世
帯
全
員
の
銀
行
預
金
、
国
債
、

地
方
債
、
そ
の
他
の
金
融
資
産
の
元

本
の
合
計
金
額
が
３
５
０
万
円
を
超

え
な
い

●
被
保
険
者
に
介
護
保
険
料
の
滞
納

が
な
い

　

減
免
内
容
は
、
申
請
月
以
降
の
介

護
保
険
料
を
通
知
書
記
載
の
所
得
段

階
か
ら
１
段
階
下
の
所
得
段
階
保
険

料
額
に
減
額
し
ま
す
。（
８
月
以
降

の
申
請
の
場
合
は
月
割
計
算
と
な
り

ま
す
。）
減
免
を
受
け
る
に
は
、
減

免
申
請
書
や
資
産
調
査
の
た
め
の
承

諾
書
（
家
族
全
員
分
）
な
ど
を
提
出

し
、
審
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
介
護
保
険
料
の
減
免

　

次
の
減
免
要
件
に
該
当
す
る
人

●
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た

は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
人

●
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入

等
（
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山

林
収
入
、
給
与
収
入
を
言
い
ま
す
。）

の
い
ず
れ
か
が
３
割
以
上
減
少
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
人
で
、
前
年
の

事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所

得
が
４
０
０
万
円
以
下
の
人

■
保
険
料
の
納
付
は
納
期
限
ま
で
に

　

保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

な
い
場
合
に
は
、
本
来
納
付
す
る

保
険
料
額
に
加
え
て
、
督
促
手
数

料
（
80
円
）
や
延
滞
金
が
加
算
さ

れ
、
あ
わ
せ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
介
護
認
定
を
受

け
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場

合
は
、
き
ち
ん
と
納
付
し
て
い
る
人

と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
、
納
付

し
て
い
な
い
期
間
に
応
じ
て
「
給
付

制
限
」
措
置
を
行
う
こ
と
に
な
り
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
一

部
負
担
金
が
通
常
よ
り
高
く
な
っ
た

り
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
利

用
が
で
き
な
い
期
間
が
生
じ
た
り
し

ま
す
。
安
心
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
た
め
に
も
、
保
険
料
の
納

付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
普
通
徴
収
で
納
付
す
る
人
は
口
座

振
替
の
ご
利
用
を

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と

毎
月
金
融
機
関
な
ど
で
納
付
い
た
だ

く
手
間
も
省
け
、
た
い
へ
ん
便
利
で

す
。
家
族
の
口
座
で
も
申
込
が
可
能

で
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
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税市
税
の
納
付

　

８
月
１
日
㈪
は
固
定
資
産
税
第
２

期
分
の
納
期
限
で
す
。
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
税
・
市
府
民
税

第
１
期
分
、
軽
自
動
車
税
全
期
分
の

納
期
限
は
過
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
ま

だ
納
付
し
て
い
な
い
人
は
、
早
め
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
市
税

の
納
付
に
は
口
座
振
替
の
ご
利
用
が

便
利
で
す
。

■
納
期
限
内
に
納
め
な
い
と
…
督
促

状
（
１
通
80
円
の
手
数
料
を
徴
収
）

に
よ
り
納
付
を
促
し
ま
す
。
ま
た
、

本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か
に
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
負
担
が
増
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

■
滞
納
が
続
く
と
…
納
期
限
ま
で
に

納
め
た
納
税
者
と
の
公
平
を
保
ち
、

大
切
な
市
税
収
入
を
確
保
す
る
た

め
、
や
む
を
得
ず
滞
納
し
て
い
る
人

の
財
産
（
不
動
産
、
給
与
、
預
貯
金

な
ど
）
を
調
査
の
う
え
、
差
押
さ
え

し
、
換
価
（
公
売
・
取
立
）
す
る
な

ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
滞
納
処

分
は
最
終
手
段
で
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
、
市
税
は

納
期
限
内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

■
滞
納
処
分
の
状
況
（
件
）

問
合
先　

税
務
課

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

予
定
納
税
（
第
１
期
分
）

　

前
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
に
基
づ
き
計
算

し
た
予
定
納
税
基
準
額
が
15
万
円
以

上
と
な
る
場
合
に
は
、
原
則
、
こ
の

予
定
納
税
基
準
額
の
３
分
の
１
相
当

額
を
そ
れ
ぞ
れ
７
月
（
第
１
期
分
）

と
11
月
（
第
２
期
分
）
に
納
め
る
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

納
期
限
は
、
８
月
１
日
㈪
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。
金
融
機
関
の
窓
口

な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
振
替

納
税
を
ご
利
用
の
人
は
、
納
期
限
に

指
定
の
金
融
機
関
の
預
貯
金
口
座
か

ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

納
期
限
前
日
ま
で
に
預
貯
金
残
高
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
廃
業
、
休
業
ま
た
は
業
況

不
振
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
令
和
４

年
６
月
30
日
の
現
況
に
よ
る
令
和
４

年
分
の
「
申
告
納
税
見
積
額
（
年
間

所
得
や
所
得
控
除
な
ど
を
見
積
も
っ

て
計
算
し
た
税
額
）」
が
、
税
務
署

か
ら
通
知
さ
れ
て
い
る
「
予
定
納
税

基
準
額
」
よ
り
も
少
な
く
な
る
と
見

込
ま
れ
る
場
合
な
ど
は
、
予
定
納
税

の
減
額
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

第
１
期
分
の
予
定
納
税
の
減
額
申

請
を
す
る
場
合
は
７
月
15
日
㈮
ま
で

に
「
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請
書
」

に
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
所
轄
税

務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署
（
☎
４
６

２・
３
４
７
１
）

は
じ
め
て
の
複
式
簿
記

（
入
門
編
）

  

こ
の
教
室
は
、
泉
佐
野
税
務
署
と

共
催
で
、
初
め
て
簿
記
を
学
ぶ
個
人

事
業
者
の
人
を
対
象
に
、
簿
記
の
基

礎
知
識
と
複
式
簿
記
で
の
記
帳
に
至

る
ま
で
を
４
回
に
分
け
開
催
し
ま

す
。

　

経
営
の
充
実
お
よ
び
青
色
申
告
特

別
控
除
55
万
円
（
65
万
円
）
適
用
の

た
め
に
も
、
複
式
簿
記
で
の
記
帳
を

学
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
。

日
時　

９
月
５
日
㈪
・
８
日
㈭
・
15

日
㈭
・
20
日
㈫ 

午
後
１
時
〜
４
時

（
全
４
回
）

場
所　

泉
佐
野
納
税
協
会
（
泉
佐
野

税
務
署
横
）

対
象　

個
人
事
業
者
（
事
業
専
従
者

を
含
む
）

定
員　

30
人
（
先
着
順
）

講
師　

㈱
Ｎ
Ｋ
サ
ポ
ー
ト
派
遣
講
師

教
材
費　

２
，
４
４
５
円

申
込
・
問
合
先　

７
月
５
日
㈫
〜
８

月
10
日
㈬
に
e
メ
ー
ル
、
電
話
で
受

講
者
氏
名
、
事
業
所
名
、
住
所
、
電

話
番
号
、
e
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記

入
し
、（
公
社
）泉
佐
野
納
税
協
会（
☎

４
６
２・
０
６
３
４ 

e
メ
ー
ル
：

izum
isano@

nk-net.co.jp

）
へ

■
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
送
付
し

ま
す

　

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
へ
、
昨
年
中
の
所
得
状

況
・
世
帯
状
況
を
も
と
に
負
担
割
合

を
決
定
し
、
７
月
下
旬
頃
に
各
個

人
に
負
担
割
合
証
を
送
付
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
き
は
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証

と
と
も
に
介
護
保
険
負
担
割
合
証
が

必
要
と
な
り
ま
す
。 

■
利
用
者
負
担
の
割
合

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
は
、

実
際
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
1

割
、
2
割
、
ま
た
は
3
割
の
負
担
と

な
り
ま
す
。

3割

①②の両方に該当する人
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入＋その他
の合計所得金額」が、単身世帯＝340万円以上、2人
以上世帯＝463万円以上

2割

3割以外で③④の両方に該当する人
③本人の合計所得金額が160万円以上
④同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入＋その他
の合計所得金額」が、単身世帯＝280万円以上、2人
以上世帯＝346万円以上

1割 上記以外の人

処分内容 令和元年度 令和2年度 令和3年度

差
押
不動産 7 31 31

預貯金など債権 711 497 580

交付要求 76 108 73

抵当権の設定 0 1 0

公
売
不動産 0 0 1

動産 1 5 3
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